
個別規制の対象外となっている化学物質による労働災害が全体の約８割

製造業

46%

建設業

14%

商業

12%

接客娯楽

6%

清掃・と畜

7%

その他

15%

出典：労働者死傷病報告

＜化学物質による労働災害発生状況（令和３年）＞

起因物 件数

有害物 156

爆発性の物等 13

可燃性のガス 38

爆発性の物等 16

その他の危険物、有害物 249

合計 472

化学物質の性状に関連の強い労働災

害（有害物等との接触、爆発、火災

によるもの）が年間約500件発生

製造業のみならず、建設業、第三

次産業における労働災害も多い

＜災害事例①＞ 食品製造工場の通路において、次亜塩素酸ナトリウ

ムを含有するカビ取り用洗剤を使用して、通路の壁

のカビ取り作業を行なっていた際に、汚れの落ちが

悪いため、通常500倍に希釈して作業するところ、

洗剤を希釈せずに原液のまま使用した。帰宅後、息

苦しい等の症状が発生したため病院を受診したとこ

ろ、次亜塩素酸ナトリウム中毒と診断された。

＜災害事例②＞
化学工場内における廃棄物焼却炉の定期補修工事で、

耐火物へ耐火物の硬化時間促進剤である急結剤の吹

付け作業を行っていた。その際、ノズルとホースの

接続部から飛散した強アルカリの急結剤が作業者３

名の皮膚に付着したことにより、３名とも薬傷（化

学性皮膚炎）を負った。

件数
（平成30年）

障害内容別の件数(重複あり)

中毒等 眼障害 皮膚障害

特別規則対象物質 77 (18.5％)
38

(42.2％)
18

(20.0％)
34

(37.8％)

特別規則以外のＳＤＳ
交付義務対象物質

114 (27.4％)
15

(11.5％)
40

(30.8％)
75

(57.7％)

ＳＤＳ交付義務対象外
物質

63 (15.1％)
5

(7.5％)
27

(40.3％)
35

(52.2％)

物質名が特定できてい
ないもの

162 (38.9％)
10

(5.8％)
46

(26.7％)
116

(67.4％)

合計 416  
68

(14.8％)
131

(28.5％)
260

(56.6％)

出典：労働者死傷病報告

出典：労働者死傷病報告
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③新たな化学物質規制-１



649物質追加

③新たな化学物質規制-２

26

799物質追加



管理使用が困難な物質 ８物質 製造・使用等の禁止

自主管理が困難で有害性が高い物質 123物質 特化則、有機則等に基づく個別具体的な措置義務

濃度基準値設定物質
令和６年10月現在 67物質

 ●段階的に追加

●濃度基準値
以下にする
義務

●段階的に追加 令和７年10月施行 112物質

令和７年４月施行 649物質

令和８年４月施行   799物質

国のGHS分類により危険
性が確認された物質
令和６年10月現在

約９００物質

●ラベル表示義務
●SDS交付義務
●リスクアセスメント実施義務
●ばく露を最小限にする義務
●皮膚等障害化学物質等に対する
保護具使用義務

国によるGHS未分類物質
（危険性・有害性情報が少ない（不明が多い）物質）

○ラベル表示の努力義務
○SDS交付の努力義務
○リスクアセスメント実施の努力義務
○ばく露を最小限度にする努力義務
○皮膚へ健康障害のおそれがないことが明らかでな
い物質に対する保護具使用の努力義務

（令和９年以降も追加の可能性）

【見直し後の化学物質規制の概要】
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③新たな化学物質規制-３
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【濃度基準値以下であること確認する方法】

③新たな化学物質規制-４

安衛則第５７７条の２第２項
事業者は、リスクアセスメント対象物質のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障

害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務（主として一般消
費者の生活の用に供される製品に係る者を除く。）を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働
者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準（濃度基準値）以下としなければ
ならないこと。

本規定の労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法には、次に掲げる方法が含ま
れること。この場合、これら確認の実施に当たっては、別途定める事項※１に留意する必要があること。
① 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値を比較する方法、作業環境測定（C,D測定）の測定値と濃度基準値
を比較する方法

② 作業環境測定（A,B測定）の第一評価値と第二評価値を濃度基準値と比較する方法
③ 厚生労働省が作成したCEATE-SIMPLE等の数理モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値を比較する等
の方法

（令和４年５月３１日付け基発0531第９号抜粋）

※１）「化学物質による健康障害防止のための濃度基準の適用等に関する技術上の指針」
最新）令和６年５月８日 技術上の指針公示第２６号
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濃度基準値に
係る資料掲載
HP

スタート
 （ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

対象物質） CREATE-SIMPLE

作業場の測定

その他の手法

初期調査
（リスクの
見積もり）

濃度基準
値を超え
る恐れの
ある屋内
作業場が
ある

定期的なリスク低減措置の有効性の確認
定期的なリスクアセスメントの実施

詳細調査（実測）

確認測定

はい

濃度基準
値以下

ばく露を最小限とすることを含む
リスク低減措置の実施

いいえ

はい

いいえ

【確認測定までのイメージフロー図】

③新たな化学物質規制-５
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https://chemiguide.mhlw.go.jp/

③新たな化学物質規制-６
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⑤安全衛生委員会の充実-１

（平成18年4月～追加）

（令和５年4月～追加）
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 必須の調査審議事項



⑤安全衛生委員会の充実-２

 安全衛生委員会の構成員

32

業種によっては
「安全推進者」

委員の構成員は、「事業者代表」≦「労働者側代表」
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⑤安全衛生委員会の充実-５
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①労働安全衛生関係の一部の手続の 電子申請が義務化されます
‐１
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‐２
①労働安全衛生関係の一部の手続の 電子申請が義務化されます

専用ｻｲﾄへ
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松山第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標とアウトカム指標
（計画期間：令和５年～令和９年）

アウトプット指標 アウトカム指標

（ア）労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

・ハード及びソフト両面からの転倒災害防止対策に取り組む事業者の割合を令和９年
までに50％以上とする。
・卸売業・小売業／医療・福祉の事業者における正社員以外への安全衛生教育の実施
率を令和９年までに80％以上とする。

・増加が見込まれる転倒災害について、令和９年までに死傷災害を令和4年の災
害発生件数以下とする。

・腰痛予防対策に取り組んでいる事業者の割合を令和９年までに80%以上とする。 ・腰痛による死傷災害を令和９年までに令和４年と比較して10%以上減少させる。

（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく高年齢労働者の
安全衛生確保の取組を実施する事業者の割合を令和９年までに50％以上とする。

・増加が見込まれる60歳代以上の死傷災害（新型コロナウイルス感染症を除く）
を、令和９年までに令和４年の災害発生件数以下とする。

（ウ）多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

・母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方
法で災害防止の教育を行っている事業者の割合を令和９年までに50％以上とする。

・外国人労働者の死傷年千人率（新型コロナウイルス感染症を除く）を令和９年
までに全体平均以下とする。

（エ）業種別の労働災害防止対策の推進

・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置を実
施する道路貨物運送業者の割合を令和９年までに80％以上とする

・道路貨物運送業の死傷者数（新型コロナウイルス感染症を除く）を令和９年ま
でに令和４年と比較して５％以上減少させる。

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業者の割
合を令和９年までに85％以上とする。

・建設業の死亡者数（新型コロナウイルス感染症を除く）を令和９年までに０人
以下とする。

・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業者の割合を
令和９年までに80％以上とする。

・製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ死傷災害件数を令和９年まで
に令和４年と比較して５％以上減少させる。

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実
施する林業の事業者の割合を令和９年までに60％以上とする。

・林業において松山第14次労働災害防止推進計画期間中、死亡災害（新型コロナ
ウイルス感染症を除く）ゼロを達成する。

添付資料
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松山第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標とアウトカム指標
（計画期間：令和５年～令和９年）

アウトプット指標 アウトカム指標

（オ）労働者の健康確保対策の推進

・メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を令和9年までに80％以上とする
・50人未満の小規模事業者におけるストレスチェック実施の割合を令和９年までに50％以
上とする。

アウトカム指標は設定しない

（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進

・危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメントを行い、リ
スクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置
を実施している事業者の割合を令和９年までに80％以上とする。

・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災に
よるもの）の件数を松山第13次労働災害防止推進計画期間と比較して、令和
５年から令和９年までの５年間で、５％以上減少させる。

・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握している事業者の割合を令和５年と比較して令
和９年までに増加させる。

・熱中症による死亡者数を松山第14次労働災害防止推進計画期間中にゼロ人
以下とする。

上記のアウトカム指標の達成を目指した場合、死傷災害全体としては、以下のとおりの結果が期待される。
・死亡災害（新型コロナウイルス感染症を除く）については、０人を達成する。
・死傷災害（新型コロナウイルス感染症を除く）については、令和４年と比較して令和９年までに５％以上減少する。

厚生労働省版（QRコード）

第14次労働災害防止計画
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コツコツと日々の安全衛生活動を継続して習慣化することが重要です。

真の『安全』を目指すために、
『災害ゼロ』から『危険ゼロ』
の取組みをお願いします。

安全衛生活動の定着に近道はありません！

※安全衛生旗
働くすべての人の安全第一や無事故を心がけるために、緑色の十字の旗
「安全旗」をかかげていました。 それに加えて、病気や働きすぎなど
の働くすべての人の健康や衛生にも気をつけて取り組んでいこう、とい
う姿勢のためにかかげられるのが「安全衛生旗」です。

◇まとめ
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